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中国における高病原性鳥インフルエンザの発生等に伴う 
関係者等への指導の徹底について 

 
このことについて、平成26 年10月27日付け26消安第3751号をもって、農林水

産省消費･安全局動物衛生課長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知

方よろしくお願いいたします。 
このたびの通知は、中国における高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発生状況に

ついて、2014 年 10 月 24 日付けの国際獣疫局（OIE）への報告によると、①農場、

生鳥市場、野鳥生息地等を対象とする定期的なサーベイランスのうち、9 月中旬実施

分の結果として、別紙１のとおり多数の本病ウイルスの検出事例が報告されたこと、

②我が国への渡り鳥の経由地と考えられている中国北東部黒竜江省北部や遼寧省渤海

海岸の湿地等でウイルスが検出されていることから、野鳥による我が国への本病ウイ

ルスの侵入リスクが非常に高い状況にあると考えられること、③韓国においても本年

9 月以降も HPAI（H5N8 亜型）の発生が報告されていることから、中国及び韓国に

おける本病のウイルスの検出及び発生状況について、家きん飼養農家を含む畜産関係

者等に広く周知するとともに、HPAI の発生予防措置及び監視体制の強化について再

度確認し、万全を期するよう、都道府県畜産主務部長宛てに通知した旨、了知の上、

本会会員に周知するよう依頼されたものです。 
なお、海外におけるHPAI 等の家畜伝染病の発生状況等の必要な情報については、



   

農林水産省のホームページ等を通じて積極的に公表するので、防疫体制の更なる充実

のため参考とされたい旨、併せて連絡されております。 
 
＜農林水産省ホームページ：鳥インフルエンザに関する情報＞ 
ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/ 
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